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「義肢等補装具専門家会議」の開催要綱 

 

 

１ 開催目的 

  平成２０年度より開始した筋電電動義手の研究用支給制度は、筋電電動義手の適正な

支給の研究に資するため、１上肢を手関節以上で失った者（以下「片側上肢切断者」と

いう。）に対し、筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を医療機関において行った上で、

筋電電動義手の購入に要した費用を研究用に支給し、支給事案の収集及び分析を行って

きたところである。今般、一定数の支給事案の収集ができたことから、片側上肢切断者

に対する筋電電動義手の支給について検討する必要がある。 

また、現行の義肢等補装具費支給制度については、医学・技術の進歩により、既存の

義肢等補装具の改良・改善がなされているため、実情を踏まえた見直しについて検討す

る必要がある。 

上記のような現状を踏まえ、医学的・専門的見地から、義肢等補装具費支給制度の見

直しを行うために、義肢等補装具専門家会議を開催し、検討結果を取りまとめる。 

 

 

２ 検討内容 

  労災保険における義肢等補装具費支給制度について検討する。 

 

 

３ その他 

 （１）本会議は、厚生労働省労働基準局労災補償部長が学識経験者の参集を求めて開催

する。 

 （２）本会議には、座長を置き、座長は会議の議事を行う。 

 （３）本会議においては、必要に応じ、本会議参集者以外の学識経験者の出席又は意見

書の提出を求めることがある。 

 （４）本会議は公開とする。ただし、別添「公開等に関する取扱いについて」のとおり、

会議、議事録等を公開することにより、当事者又は第三者の権利、利益や公共の利

益を害するおそれがある場合は非公開とする。 

（５）本会議の庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課において行う。 
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